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公益と私益の関係について
——公益通報者保護法についての検討を通してのスケッチ——

山　里　盛　文
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Ⅰ　はじめに

消費者の集合的利益については，公益と利益の
中間的利益と考えるものが多数である（１）。この
考え方によると，公益と私益は別であり，集合的
利益については，公益とも私益とも異なるものと
考えられる。これに対し，私見は，集合的利益は
私益（消費者個人の利益）の集合体であり，公益
と私益の関係については，「消費者の集合的利益
と公益とは，『消費者全体の利益』を私法と公法
という別個の法律によって見たものである＝公益
は私益の集合体である」と考えた。もっとも，
「公益を私益の集合体」と考える学説がないわけ
ではなかった（２）。しかし，この「公益は私益の
集合体である」との考えは，少数に過ぎない。
公益通報者保護法をみると，その１条において

「この法律は，公益通報をしたことを理由とする
公益通報者の解雇の無効並びに公益通報に関し事
業者及び行政機関がとるべき措置を定めるところ
により，公益通報者の保護を図るとともに，国民
の生命，身体，財産その他の利益の保護にかかわ
る法令の規定の遵守を図り，もって国民生活の安
定及び社会経済の健全な発展に資することを目的
とする」と規定している。この規定によると，国

民の生命・身体その他の利益の保護するために，
違法行為について通報することを公益通報と考え
ることは可能ではないかと考えることができる。
そうすると，公益についての考え方についての私
見をはじめとする「集合体説（公益は私益の集合
体である説）」は，公益通報者保護法の公益概念を
説明するための一つの理論となり得ると思われる。

そこで，以下においては，まず，公益通報者保
護法について（Ⅱ）概観し，公益と私益について
の考え方（Ⅲ）を概観した後，公益と私益の関係
について検討する（Ⅳ）。そして，最後に現行公
益通報者保護法の問題点を指摘する（Ⅴ）。

なお，本稿においては，私益とは，個人に帰属
する個別的な権利利益を意味する（個別的利益と
表記する場合もある）。

Ⅱ　公益通報者保護法について

ⅰ　公益通報者保護法成立の背景とその目的
１）背景（３）

消費者の利益を害する企業の不祥事について，
不祥事の事実は，企業の労働者からの内部告発に
より明らかになっている。企業の国民の生命・身
体を害するような行為による被害発生を防止する
ためになされる通報行為は正当化されるべきであ

110 『明治学院大学法科大学院ローレビュー』第21号

１）分析
⑴　三分類構成
⑵　共同利益説
⑶　凝集利益説
⑷　公共的利益説

２）私見
⑴　総論
⑵　個人の権利・利益について
⑶　消費者法における公益と私益の関係
⑷　環境法における公益と私益の関係
⑸　その他の領域について

ⅲ 小括
Ⅴ 公益通報者保護法の問題点
ⅰ 保護対象者の限定
ⅱ 目的と手段

Ⅵ おわりに



る。しかし，このような通報をしたことにより通
報者である労働者が不利益を受けないようにする
ためにどのような内容を，どこに通報しなければ
ならないかという点については明確ではなかっ
た。

このような背景のもと，公益通報者保護法の制
定が検討された。
２）目的

公益通報者保護法は，１条において「この法律
は，公益通報をしたことを理由とする公益通報者
の解雇の無効並びに公益通報に関し事業者及び行
政機関がとるべき措置を定めるところにより，公
益通報者の保護を図るとともに，国民の生命，身
体，財産その他の利益の保護にかかわる法令の規
定の遵守を図り，もって国民生活の安定及び社会
経済の健全な発展に資することを目的とする」と
規定している。

労働者は，使用者に労務を提供し，労働義務の
履行にあたり上司の指示に従い，職務に専念し

（職務専念義務），誠実に労働しなければならない
（誠実労働義務，労働契約法３条４項）という義
務を負っている（４）。さらに，付随義務として，
従業員の一員として，使用者の定める規律に従い

（企業秩序遵守義務），職務上知り得た秘密を漏え
いしない義務（秘密保持義務）や使用者の名誉・
信用を傷つけない義務など，使用者の利益を不当
に害さない義務（誠実義務）を負っている（５）。
労働者が事業者の犯罪行為を通報することは，こ
れらの付随義務に違反する可能性があり，使用者
から不利益な扱いを受ける可能性がある（６）。

使用者からの解雇・懲戒につき，判例では，使
用者の解雇権・懲戒権の行使につき「客観的に合
理的理由を欠き社会通念上相当として是認するこ
とができない場合」には権利濫用により無効であ
るとされ（７），労働基準法において解雇について
は，「解雇は，客観的に合理的な理由を欠き，社
会通念上相当であると認められない場合は，その
権利を濫用したものとして無効とする」（労働基
準法18条の２）と規定されたが，労働者が，どの
ような内容について，どこへ通報すればよいかは
明確となっておらず，解雇・懲戒以外の不利益処

分の禁止についての法的根拠も不足している（８）。
事業者の違法行為により，国民の生命・身体・

財産などに生じる被害は，重大なものであること
もあり，このような重大な被害については事後的
救済のみではなく，事前の被害防止が必要とされ
る。事前の防止については，事業者のコンプライ
アンスに委ねること，行政によるチェック体制の
強化，そして，公益通報者を保護することにより
違反事実の通報をさせることが考えられるが，コ
ンプライアンスに委ねることは，過度の利益追求
をする事業者においては実効性がなく，行政もす
べてを監視することは不可能であるので，公益通
報者を保護することが実効的である（９）。

以上の点から，公益通報者保護法は，公益通報
者（労働者）を保護することにより，国民の生
命・身体・財産などの保護を図ることを目的とし
た。

ⅱ　公益通報（公益通報者保護法２条）
１）公益通報の意味

公益通報の意味について公益通報者保護法２条
１項は，「この法律において『公益通報』とは，
労働者（労働基準法（昭和22年法律第49号）第９
条に規定する労働者をいう。以下同じ。）が，不
正の利益を得る目的，他人に損害を加える目的で
なく，その労務提供先（次のいずれかに掲げる事
業者（法人その他の団体及び事業を行う個人をい
う。以下同じ。）をいう。以下同じ。）又は当該労
務提供先の事業に従事する場合におけるその役
員，従業員，代理人その他の者について通報対象
事実が生じ，又はまさに生じようとしている旨を，
当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらか
じめ定めた者（以下「労務提供先等」という。），
当該通報対象事実について処分（命令，取消しそ
の他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同
じ。）若しくは勧告等（勧告その他処分に当たら
ない行為をいう。以下同じ。）をする権限を有す
る行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を
通報することがその発生若しくはこれによる被害
の拡大を防止するために必要であると認められる
者（当該通報対象事実により被害を受け又は受け
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るおそれのある者を含み，当該労務提供先の競争
上の地位その他正当な利益を害するおそれがある
者を除く。次条３号において同じ。）に通報する
ことをいう」と規定している。すなわち，労働者
が，不正の利益を得る目的，他人に損害を加える
目的でなく，その労務提供先・当該労務提供先の
事業に従事する場合におけるその役員，従業員，
代理人その他の者について通報対象事実が生じ，
又はまさに生じようとしている旨を，事業者内
部・行政機関・その他事業者外部へ通報すること
が，公益通報であるとされている。
趣旨は，公益通報を定義（労働者が，不正の目

的ではなく，公益を害する事実を通報すること）
することにより，公益通報者保護法により保護さ
れる公益通報は単なる通報ではないことを明らか
にすることである（10）。

公益通報者が労働者に限定される理由は，労働
契約において，事業者と労働者は対等な関係には
なく，また，労働者は，事業者に対し誠実義務を
負っていることから，公益通報をすることにより
事業者から報復措置を取られる可能性があるから
である（11）。そして，取締役が除外される理由は，
取締役は，事業者の事業の執行をする権限を有す
ることから労働者ではなく，事業者に対して忠実
義務（会社法355条，民法644条）を負っており，
そして，選任や解任が会社法による株主総会の決
議によるからである（12）。

不正の目的でないことを要件としたことについ
ては，労働者が，不正な目的で通報することを公
益通報とすることは妥当でないので，不正な目的
の通報でないことが要件とされている（13）。不正
な目的の内容は，「不正な利益を得る目的（公序
良俗，信義則に反して自己または他人の不当な利
益を図ること）」，「他人に損害を加える目的（事
業者などに対する財産上の損害など有形無形の損
害を加える目的）」，その他，社会通念上違法性が
高いことである（14）。

公益通報先については，事業者内部，行政機関，
その他外部が通報先とされている。外部の通報先
としては，報道機関や消費者団体などが挙げられ
ている（15）

２）通報対象事実
通報対象事実については，公益通報者保護法２

条３項において「個人の生命又は身体の保護，消
費者の利益の擁護，環境の保全，公正な競争の確
保その他の利益の保護に関わる法律として別表に
挙げられているもの（これらの法律に基づく命令
を含む。次号において同じ。）に規定する罪の犯
罪事実」（１号），「別表に掲げる法律の規定に基
づく処分に違反することが前号に掲げる事実とな
る場合における当該処分の理由とされている事実
（当該処分の理由とされている事実が同表に掲げ
る法律の規定に基づく他の処分に違反し，又は勧
告等に従わない事実である場合における当該他の
処分又は勧告等の理由とされている事実を含
む。）」（２号）と規定されている。別表に掲げら
れている法律は，刑法（１号），食品衛生法（２
号），金融商品取引法（３号），農林物資の規格化
等に関する法律（４号），大気汚染防止法（５号），
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（６号），個
人情報保護法（７号），前号に掲げるもののほか，
個人の生命又は身体の保護，消費者の利益の擁護，
環境の保全，公正な競争の確保その他の国民の生
命，身体，財産その他の利益の保護に関わる法律
として政令で定めるもの（８号）（16）である。

別表１号から７号までに掲げられている法律
は，「国民の生命，身体，財産その他の利益の保
護に関わる法律」の代表的なものとして挙げられ
ている（個人の生命・身体の保護に関する法律：
刑法，食品衛生法，消費者の利益の擁護に関する
法律：金融商品取引法，農林物資の規格化等に関
する法律，環境保全に関する法律：大気汚染防止
法，廃棄物の処理及び清掃に関する法律，国民の
生命・身体・財産以外のその他の利益の保護に関
する法律：個人情報保護法）（17）。政令で定める法
律については，刑罰規定のある法律であることを
前提として，「目的規定，事業者への規制に関す
る規定，罰則規定等から判断して，当該法律が
『国民の生命，身体，財産その他の利益』を保護
することを直接的な目的としていること」，「違反
することにより『国民の生命，身体，財産その他
の利益』への被害が生じることが想定される規定
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（最終的に刑罰により実効性が担保されているも
のに限る。）を含んでいること」の二つの要件を
満たしていることが必要である（18）。上記の要件
を満たさない法律が対象外となることはもちろん
であるが，事業者による違反が想定されない法律
（例えば，ストーカー規制法など）や専ら社会的
法益の保護に関する法律（例えば，競馬法など）
も対象外とされる（19）。

ⅲ　公益通報者の保護
１）解雇の無効（公益通報者保護法３条４条）

公益通報者を保護するため，公益通報をしたこ
とを理由としての労働契約の解除は無効とされる
（公益通報者保護法３条，派遣労働契約について
公益通報者保護法４条）。解除が無効となる要件
は，事業者内部（１号），行政機関（２号），事業
者外部（３号）で異なる。公益通報者保護法は，
公益通報を通じて国民の生命・身体・財産などの
利益を保護するものであるが，虚偽の事実が外部
へ通報されることにより事業者に風評被害が生じ
ることを防止する必要があるので，通報先に応じ
て保護要件が分けられている（20）。また，事業者
内部・行政機関・事業者外部とで保護要件が異な
るため，それぞれの要件を満たす通報は保護の対
象となるため，通報先について順序があるわけで
はない（21）。

事業者内部に対する通報は，公益通報者保護法
３条１号において「通報対象事実が生じ，又はま
さに生じようとしていると思料する場合」につい
ての公益通報は保護される。雇用先の事業者に対
して公益通報を行った労働者についての解雇を無
効とすることにより，公益通報者は，解雇を恐れ
ることなく公益通報が可能となり，そして，事業
者についても法令遵守の確保が望まれる（22）。事
業者内部に対する公益通報においては，「通報対
象事実が生じ，又は生じると思料する場合」の公
益通報が保護される。これに対し，行政機関に対
する公益通報や事業者外部に対する公益通報にお
いては，「信じるに足りる相当な理由がある場合」
の公益通報が保護される。
事業者内部に対する公益通報は，行政機関や事

業者外部に対する公益通報に比べ保護要件が緩和
されている。その理由としては，事業者内部に対
する公益通報の場合，通報内容が事業者の内部に
とどまることから，公益通報によって，雇用元事
業者の利益が不当に害されることはなく，そして，
公益通報は，不正な目的でなされるものではない
ため，このような誠実な通報をする労働者に対し
て指揮命令違反を問うことは適当ではないからで
ある（23）。これに対し，行政機関や事業者外部に
対する公益通報は，その内容が誤ったものであっ
た場合，事業者の利益が害される結果となるため，
真実相当性（信じるに足りる相当の理由）が必要
となる（24）。

行政機関に対する通報については，公益通報者
保護法３条２号において「通報対象事実が生じ，
又は生じようとしていると信じるに足りる相当の
理由がる場合」についての公益通報は保護される。
行政機関が，通報内容について法的な権限に基づ
き，事実の有無などについて調査・是正をするこ
とが可能にする必要があることから，行政機関が
通報先とされている（25）。行政機関は，守秘義務
が課され，通報内容についての調査が可能であり，
通報事実が真実ではないことが明らかになった場
合，外部に公表しないことから，保護要件が事業
者外部と比べて緩和されている（26）。

事業者外部に対する通報については，公益通報
者保護法３条３号において「通報対象事実が生じ，
又は生じようとしていると信ずるに足りる相当な
理由があり，次のいずれかに該当する場合」につ
いての公益通報は保護される。

事業者外部に対する公益通報は，真実相当性に
加え，外部通報の相当性の要件（「次のいずれか
に該当する場合」）が加えられているこの外部通
報の相当性については，公益通報者の誠実義務に
配慮した要件（イから二までの要件）と個人の生
命・身体への危害の発生に配慮した要件（ホ）が
設定されている（27）。このように，具体的な事例
を列挙している理由としては，「通報が保護され
るか否かの予測可能性を高め，通報者を保護する
場合を明確化することによって通報者保護を図ろ
うとする」（28）からである。
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２）不利益扱いの禁止（公益通報者保護法５条）
不利益扱いの禁止について，公益通報者保護法

５条１項では「第３条に規定するもののほか，第
２条１項第１号に掲げる事業者は，その使用し，
又は使用していた公益通報者が第３条各号に定め
る公益通報をしたことを理由として，当該公益通
報者に対して，降格，減給その他不利益な取り扱
いをしてはならない」と規定している。その他の
不利益扱いについては，訓告・厳重注意・自宅待
機命令，人事上の差別的扱い（不利益な配置変更
など），給与上の差別的扱い（昇給・昇格など），
契約内容の変更・退職の要求，就業環境を害する
ことなどが挙げられる（29）。公益通報者保護法５
条に違反する場合，不法行為に基づく損害賠償

（民法709条）をすることが可能である（30）。

Ⅲ　公益と私益との関係についての考え方

ⅰ　総論
公益の内容については，公益の内容とは個人に

帰属しない利益であるとの理解のもと，個人が訴
訟を提起することを可能とするため，公益と私益
との間に中間的利益を認める構成（三分類構成）
がある。また，三分類構成とは逆に，公益の中身
について検討し，公益と呼ばれているものの中に
は，私益の集合であるものと，個人には帰属しえ
ないものも存在すると考える構成（二分類構成）
がある。

ⅱ　三分類構成
１）共同利益説（31）

公益の中身については，「公益とは」と定義す
るのではなく，公益に適合しているかどうかの審
査手法を考え，費用便益衡量論をその審査手段と
するものがある（32）。費用便益衡量論とは，当該
事業計画の実施により得られる利益と，それによ
り失われる利益（公的利益・私的利益）を衡量し，
当該事業の実施により得られる利益に照らして，
失われる利益が過剰である場合，当該開発事業は
公益に適合していないとされるという理論であ
る（33）。もっとも，費用便益衡量論を採用したと

しても，訴えを提起することができなければ意味
はない。そこで，原告適格について考える必要が
ある。

公益と個別的利益と並ぶ第三の類型としての共
同利益を考えることにより，原告適格を認めよう
とする。共同利益とは，「環境保護という分野で
あれば景観・緑・歴史遺産を享受する利益や，公
共サービス分野であれば公共交通や道路・公園等
の公共施設の利用にかかる利益を，共通に自己の
利益として享受している者が，一定の広がりをも
って存在しているという社会実態に着目した概
念」とされている（34）。なぜ，第三類型としての
共同利益を観念しなければならないのか。それは，
抗告訴訟の原告適格についての理論に問題がある
からである。抗告訴訟の原告適格は，判例による
と法律上保護された利益説を採用しているからで
ある。法律上保護された利益説とは，「当該処分
を定めた行政法規が不特定多数者の具体的利益を
専ら一般公益の中に吸収解消させるにとどめず，
それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれ
を保護すべきものとする趣旨を含むと解される場
合には，このような利益も法律上保護された利益
に当たり，当該処分によりこれを侵害され又は必
然的に侵害されるおそれのある者は，当該処分の
取消訴訟における原告適格を有する」（35）とする
ものである。この法律上保護された利益説からす
れば，処分により侵害される利益が身体生命にか
かわる場合，または，特別な規定が存する場合に
個人の個別的利益として保護されることにな
る（36）。

しかし，国民の法的地位が多様化している中，
柔軟な法的保障が必要であり，「一般公益への吸
収」型思考は問題である（37）。また，公益と個別
的利益（私益）の二分論は，「行政作用をめぐる
利害関係の実態を軽視したものであり」，このよ
うな発想は克服するべきであり，個々人の利益関
係が希薄であり，不特定多数であるような利益に
ついては，公益と評価することになりそうである
が，そのような流れに歯止めをかけるべきであ
る（38）。そこで，共同利益という公益と個別的利
益と並ぶ第三の利益として観念すべきである。そ
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して，景観や歴史遺産等に関する利益も個々人が
その人の人身的利益として享受しており，同様の
利益を享受している個々人が一定の広がりをもっ
て存在しているのであり，このような現象は，日
照権侵害等により，自己の身体生命に対する侵害
を受けている者が一定の広がりをもって存在して
いることと同様の構造である（39）。よって，公益
と個別的利益と並ぶ第三の利益類型として共同利
益という類型を立てることは可能であるとしてい
る（40）。

共同利益論を採用することにより，以下のよう
な効用があるとされる（41）。第一に，共同利益と
いう概念を採用するならば，公益か私益かという
二分論を克服することができる。この二分論を克
服することにより，「『個別的権利利益に該当しな
い中間的諸利益は，原則として一般公益に吸収解
消され，個別的利益として保護されるのはあくま
でも例外である』という固定観念を覆すことが可
能となる」（42）。第二に，国家的承認を与えられる
ことにより，その利益は，国家や地方公共団体が
重要であると認められたものであるとして保護の
対象となるとの理解から（43），「個々の共同利益の
中身や重要度等に応じて，公共的利益としての国
家的承認を獲得するための動機付けとなり，社会
実態としての共同利益が公共的決定の回路を通っ
て公共の利益としての国家的承認を獲得するため
の回路を獲得することが期待できる」（44）とする。
第三に，「立法や裁判を通して，その個々の利益
の性質や内容又は重要度等に応じて，共同利益を
代表する団体の手続参加権や個々人の個別的な権
利ないし法律上の利益として国家的承認を受ける
可能性も認められる」（45）とする。
２）凝集利益説（46）

凝集利益とは，「法律上の外延を有する不特定
者の『権利に至らない利益』」（47）であり，「個々
人には還元されない」（48）利益である。この凝集
利益は，国民一般の利益（主婦連ジュース事件

［最判昭和53年３月14日民集32巻２号211頁］にお
ける商品等の表示に関する利益など）と区別され，
また，個別的権利とも区別される（49）。

凝集利益は，共同利益と以下の点で異なるとさ

れている（50）。第一に，共同利益が，社会的概念
であるのに対し，凝集利益は，法概念である。第
二に，構成員に着目すると，共同利益は，構成員
が利益を享受するという点においてみると，個別
の権利とみることも可能であるが，凝集利益は，
構成員に分割することはできない。第三に，共同
利益がどのように法概念となるか明らかではない
のに対し，凝集利益はその実証的根拠を客観法に
求めることができる。第四に，共同利益は解釈に
より，「主観的権利に格上げするか，団体訴訟に
よってしか保護されない」のに対し，凝集利益は
抗告訴訟により保護される。
３）公共的利益説（51）

この見解は，現代の市民社会の法構造について，
根幹秩序（財貨秩序と人格秩序）と外郭秩序（競
争秩序と生活利益秩序）の二段階の構造からなる
との理解（52）を前提にし，公共的利益の問題は，
外郭秩序において問題となるとする（53）。この公
共的利益は，個々の市民だけではなく不特定多数
の市民が享受する，市民総体の利益である（54）。
「市民社会を基礎に下から立ち上がる公共性とし
て，すなわち市民的公共性と性格づけるべき」も
のであり，「簡単に言えば『みんなの利益』であ
り，『みんな』の中には個人も入っている」（55）。
そして，公共的利益の内容形成については，市民
が訴訟を提起するという形で，また社会意識の形
成により競争秩序，生活利益秩序の内容を形成す
べきであるともされている（56）。すなわち，公共
的利益は，市民であれば誰でも接近することが可
能であり，個別的利益と分離・対立するのではな
く，二重的性格を有するものである（57）。

この公共的利益は，行政法学における公益とは
以下の点で異なるとする。

第一に，スタンスの違いである（58）。行政法学
における公益に対するスタンスは，個別的利益が，
公益に吸収されてしまうと，原告適格が消滅する
という点において，公益に対する警戒感を有して
いるが，公共的利益論においては，個別的利益と
公共的利益は相互一体あるいは相互依存関係にあ
ることから警戒感はないとする。
第二に，共同利益説においては，共同利益の享
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受主体を限定する方向であるのに対し，公共的利
益説においては，その本質的属性として開放性が
あるという点である（59）。すなわち，公共的利益
は，個別的利益の実現においても実現するのであ
るから，ある保護を要する個別的利益の実現を通
じて，保護の対象とならない個別的利益の実現と
もなると考えるからであるとする。

ⅲ　二分類構成（集合体説）（60）

１）行政の任務，行政の監視
従来，公益といわれてきたものは，純然たる公

益と私益の集合体とに分けることができる（61）。
行政法により保護されている利益は私益であ

り，「ただ，普通には多数人の利益を守り，反面
として，個々人の利益の程度が薄くなっている」（62）

だけであり，公益の内実は，私益の集合体である
とする（63）。そして，行政は，本来，「大衆の利益
を保護するのが任務」なのであり，「今日では，
行政は，行政規制の相手方と受益者との間に立っ
て，その利害を調整するのが任務」であり，「い
ずれにもいきすぎないように配慮しなければなら
ない」（64）。行政法における法律関係を，このよう
に三面的にとらえるならば，「行政規制の受益者
である公害被害者，鉄道利用者は，法律の保護範
囲に入るというべきである」とする（65）。

さらに，「鉄道料金の認可，ジュース訴訟に見
る消費者保護の行政施策，環境行政などが，本来
の受益者である鉄道の利用者，消費者，公害の被
害者等を排除して決定されるのも不公平である
上，行政が法律をしっかり執行するようにさせる
ためには，これらの受益者を監視役にすることが
適切」であり，公益は私益の集合であるとして，
第三者に原告適格を認めることは正当化され
る（66）。

もっとも，「行政法の手法の中には，私益の集
合というよりも，公益の守護といった方がぴった
りする場合もある」とし，その例としては，農地
譲渡の許可（農地法３条），文化財の保護，種の
保存が挙げられている（67）。
２）反対利害関係・互換的利害関係

行政作用において，「行為可能性を保護される

特定の，または不特定多数の主体と，義務づけら
れる主体」は，その義務の存否を争う関係にあり，
これを「反対利害関係」と呼ぶことができ，また，
「或る地位が誰に帰属するか，または各人の地位
をどのように組み合わせるかを巡り複数の主体
（の利益）が対立する」関係にあり，この関係を
「互換的利益関係」と呼ぶことができる（68）。

反対利害関係においては，第一に，不特定多数
の各人が，それぞれの利益を可分的に保護される
場合と，不特定多数の主体全体の利益として不可
分的に保護される場合とに分けられる（69）。そし
て，可分的に保護される場合において，権利を根
拠づけうるが，不可分的場合には権利を根拠づけ
ない傾向にある（70）。可分的利益に対する侵害行
為がなされた場合，侵害された者の権利行使は，
同様の利益を有するが，実際に侵害されていない
者を代表する（71）。これに対し，不可分的利益の
場合，権利が認められにくい傾向にあるが，不可
分的利益の場合も，抽象的観念的不利益を観念し，
これを規範と結合することにより，権利（ここで
の権利は，個別的・即物的なものというよりも，
代表的・観念的なものである）を認めるべきであ
る（72）。

反対利害関係においては，第二に，行政庁が，
個別の私人に対して規律をする場合（個別的規律）
と，全体的・類型的に規律をする場合（類型的規
律）とに分けられ，個別的規律については権利が
認められるが，類型的規律については権利が認め
られにくい傾向がある（73）。類型的規律の場合，
利用者や消費者などのように類型的全体的に保護
しているので権利を認めることには消極的である
とされるが，最終的に利用者・消費者全体の利益
の保護目的とする場合でも，利用者や消費者など
の利益の保護（契約関係の規律）を中間目的と捉
えるべきである。すなわち，消費者全体の利益の
保護という最終目的は不可分的であるが，個々の
契約を規律するという中間目的は可分的であり，
消費者個人にも権利が認められると考えるべきで
ある（74）。

互換的利害関係においては，複数の私人は，相
互互換的な権利義務関係を有することにより，各
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人に権利利益が肯定されることを前提とする。例
えば，地区詳細計画で建物の利用態様を指定する
場合，指定地域の住民が相互に建物の利用態様に
ついての義務を負うのであり，この義務に対応し
て，義務違反を防止するための権利を有するとい
うことになる（75）。

もっとも，この考え方においても，国家秩序な
どの法益については，個々人の権利は，認められ
ないとする（76）。

Ⅳ　検討

ⅰ　公益の意味
１）公益通報者保護法における「公益」の意味

公益通報についての対象法律は，国民の生命・
身体・財産その他の利益の保護に関わる法律であ
る。そして，別表に掲げられている法律は，国民
の生命・身体・財産その他の利益の保護に関わる
法律の代表例７つであるとされている（77）。政令
で定める法律についても，当該法律が，国民の生
命・身体・財産その他の利益の保護を目的とし，
当該法律の違反により，国民の生命・身体・財産
その他の利益についての被害が生じる要素を含ん
でいる法律（78）とされている。これに対し，対象
外とされている法律は，当該法律が，国民の生
命・身体・財産その他の利益の保護を目的とし，
当該法律の違反により，国民の生命・身体・財産
その他の利益についての被害が生じる要素を含ん
でいない法律，事業者の違反が想定されない法律，
そして，「専ら社会的法益の保護に関わる法律」
である（79）。

この分類をみてみると，公益通報者保護法にお
ける公益の意味については，国民個々の利益の集
合体と考えることが可能である。すなわち，対象
となる法律を国民の生命・身体・財産その他の利
益の保護を目的とする法律とするのに対し，対象
とならない法律について「専ら社会的法益の保護
に関わる法律」としていることからである。
そして，事業者外部に対する通報において，通

報することができる主体の例として，「有害な物
質を含んだ食品が販売されている場合の購入者」，

「有害な物質が排出されている場合の地域住民」
を挙げている。有害物質を含んだ食品の購入者は，
購入者個人を指すと考えることができるし，有害
物質が排出されている地域住民も同様に住民個人
の集合体と考えることが可能である。
２）環境保護に関する法律について

環境保護に関する法律について，その保護法益
が個人に認められるかについては，検討を要する。
すなわち，環境について，個人に何らかの権利
（利益）が認められるかについては議論があるか
らである。以下では，簡単ではあるが検討する。
⑴　環境権説

環境権とは，「よき環境を享受し，かつこれを
支配しうる権利であ」り，「人間が健康な生活を
維持し快適な生活を求めるための権利である」と
して，支配権としての環境権を肯定する考え方で
ある（80）。しかし，この見解によると，支配権と
しての環境権をとらえる点において，権利の範囲
が明確とはならず問題であるとされた（81）。
⑵　環境秩序説

環境秩序説は，環境権を支配権として認めるの
ではなく，環境秩序として捉える考え方である。

この考え方は，まず，権利（絶対権）とはいえ
ないものについては，私的所有の対象となるもの
ではなく，社会的共用資産であり，その経済環境
や生活環境の利用には「ルールがあり，秩序があ
り，規範がある」（82），市民社会には「基本的諸秩
序」が成立し（83），秩序違反に対するサンクショ
ンとして各種請求権（損害賠償請求権，不当利得
返還請求権，差止請求権など）が認められるとし，
権利とは認められないものについては，秩序によ
り保護されるべきであるとした。

環境については，環境は，誰かに帰属するもの
ではなく（84），環境破壊により差止請求権などが
発生するのは，「環境破壊によって被害をうける
住人のイニシアティヴの下に環境保全秩序・環境
利用秩序に関する法規の違反をチェック」するた
めであるとする（85）。また，環境については，人
格秩序の外郭秩序としての生活利益秩序が存在
し（86），生活利益秩序とは，生命身体の侵害にま
では至らない生活環境を悪化させる行為により，
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「環境の共同享受によって享受しうべき生活上の
利益を不当に害するものと評価される類型」のよ
うな人格秩序が問題とならないが，「環境の共同
享受生活利益の享受という内容において正当なも
のとみる社会的意識」をもとにして，「環境から
の生活利益の享受の仕組み」であるとする（87）。
⑶　環境共同利用権説

環境共同利用権とは，「他の多数の人々による
同一の利用と共存できる内容をもって，かつ共存
できる方法で，各個人が特定の環境を利用できる
権利」（88）であるとする。この見解は，環境権は，
「各権利者がそれぞれ個別に一個ずつ持つ権利と
構成」し，権利者は，環境利益を受動的に享受し，
侵害に対して救済手段を有するのみではなく，能
動的に「良い環境を形成し，環境利益を高めるこ
ともできる」のであり，この能動的な側面に注目
すると，環境の「利用」という言葉を用いるべき
であるとする（89）。そして，「環境権は，一つの環
境について多数の権利者がおり，その各々が他の
権利者と同様にその環境を利用できるという権利
である」とする（90）。
⑷　環境利益二分説

この見解は，環境利益は「『環境関連の公私複
合利益』（良好な環境享受，入浜，森林浴等）」，
そして，「『純粋環境利益』（環境自体に対する客
観的侵害に対応する利益，汚染による一般環境へ
の侵害に対応する利益）」とに分けることができ
るとする（91）。

そして，環境利益には，主観的な側面と公共的
側面があるとする。環境利益には，景観利益や平
穏生活権のような，不快感・不安感・期待などの
主観的な利益が存するが，これらについて不法行
為の成立を認めることは不当であり，主観的利益
については，客観的な価値や合理的な不安・恐怖
などの要素を加えることが必要であるとする（92）。
アメリカ法やフランス法における議論では，人格
的利益や財産的利益にと対する損害と，環境一般
に対する損害を分けて考えられており，環境一般
に対する損害については，公益（公共的利益）に
過ぎないとされていることから，環境利益には公
共的な側面があるとされている（93）。

「環境関連の公私複合利益」と「純粋環境利益」
の区別は，「法益の客観性，明確性，主体の限定
の有無によって決まる」とされている（94）。
⑸　共同利益説

上述の共同利益説も，環境を念頭に置いた議論
であり，環境に関する利益が個人に帰属しないこ
とを出発点として私益と公益の中間類型としての
共同利益を考える（95）。
⑹　公益通報者保護法における環境保護について

の考え方
公益通報者保護法は，公益通報により国民の生

命・身体・財産その他の利益の保護を図ろうとし
ている。

その観点から，環境法に関しては，公害の防止
に関する法律とその他の環境保全に関する法律に
分類がなされている（96）。公害については，環境
基本法２条３項にいう公害をいうとしている。環
境基本法２条３項において公害とは，「環境保全
上の支障のうち，事業活動その他の人の活動に伴
って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染，水質の
汚濁（…）及び悪臭によって，人の健康又は生活
環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人
の生活に密接に関係のある動植物及びその生育環
境を含む。以下同じ。）に被害が生じることをい
う」とされている。この規定からするならば，公
害とは，単に環境が害されることではなく，人の
健康や生活環境に被害が生じることが要件とされ
ている。その他の環境保全に関する法律について
は，公害に関する法律以外の「環境保全に関わる
法律のうち，法令違反によって国民の生命・身
体・財産等への直接的な被害が生じる法律を対象
としている」（97）。

以上の見解によるならば，公益通報者保護法の
通報対象法律の環境法分野についての法律は，国
民の生命・身体・財産等の保護を目的とするもの
であるから，環境法においても個人の権利が認め
られる分野の法律が対象となっている。よって，
公益通報者保護法における環境法分野の法律につ
いても個人の利益の集合体と考えることができ
る。
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ⅱ　公益と私益の関係について
１）分析
⑴　三分類構成について

三分類構成においては，公益と私益の区別は，
保護の対象となる利益を個別に分解することが可
能かどうかにより判断されると考えている。
個別に分割することの可否については，権利と

いえるかどうか，民事法の用語で表現するならば，
絶対権か否かにより判断しているのではないだろ
うか。しかし，個人に帰属するのは，絶対権とし
ての権利のみという考えは支持することはできな
い。すなわち，民法709条において，権利のみで
はなく法律上保護される利益も保護対象となって
いるのであるから，絶対権としての権利のみが保
護の対象とされ，個別に分解できるという考えは
妥当ではない。そして，権利といえない利益に属
するものについても，それが法律上保護するべき
か否かによりその外延を判断し，その利益が侵害
された者は，救済手段（損害賠償請求・差止請求
など）を行使することができると考えるべきであ
る。
⑵　共同利益説について

共同利益は，ある利益を享受しているものが一
定の広がりがあるという社会実態に着目した概念
とされているが，共同利益を第三の利益と考え，
個別に帰属しないと考える。それは，共同利益に
ついては，「先に守られるべき客観的な法秩序や
生活秩序や公益があるのであり，良好な景観秩序
があ」り，この客観的な法秩序との関係で「訴訟
の場も含めて保護利益性を認めていく」べきであ
るからであるので，共同利益は，権利（主観的法）
として考えることは問題であるとされている（98）

からである。
しかし，このように一定の広がりがあるという

だけでは，誰がその共同利益を享受しており，そ
の利益を侵害されているかについては明らかにな
らない。そうすると，個々人が共同利益という概
念により，どのような保護を受けるのかについて
不安定な地位に置かれる。そして，個別的な権利
（利益）でないのであれば，そもそも訴訟を提起
することは不可能なのではないだろうか。

共同利益に「権利」（99）性を認めるロジックと
して互換的利害関係を参照する（100）。しかし，互
換的利害関係は，地域指定地域内に居住する住民
それぞれが相互に権利義務関係を有していると考
えるのであるから，個別に分解できない共同利益
とは，性質が異なるのであり，前提が異なるので
はないだろうか。もし，この互換的利害関係を参
照するのであれば，共同利益も個別に分解するこ
とが可能となるといわなければならないと思われ
る。
⑶　凝集利益説について

凝集利益は，個別的利益と重複する一般公益で
あるとされている（101）。しかし，個別的利益と重
複するのであれば，なぜ，個別に分解することが
できないのであろうか。
⑷　公共的利益説について

公共的利益説については，そもそも前提とする
秩序論についての問題がある。なぜ「秩序」が必
要となり，どのような原理で正当化されるのか，
どのような効果があるのかという点の論証が不足
している（102）。また，「環境秩序や競争秩序にも
例外があり，またその秩序も時代や場所により大
きく変遷してきたように，『秩序』というものが
一義的に決まるものではなく，多くの場合は不明
確であることからすると，これを権利利益に代わ
る位置づけを与えることはそもそも可能か。その
ような状況で，あえて憲法13条の幸福追求の自由
に対する『公共の福祉』を『公益』として格上げ
しようとする見解に近いといいうる立場を，むし
ろそれと正反対の議論をしようとしている論者が
採用することはどう見たらよいのか。これが競
争・環境以外の分野に拡張する可能性はないの
か。『秩序』を主張することには，両刃の剣とし
ての機能があることに注意しなくてよいのか」と
いう批判もされている（103）。

そして，「秩序」の内容や，その規範的な正当
化や構成原理を積極的に提示していないことは，
「支配権的な『権利』が認められないところで，
個人は秩序によっていかなる理由からどのような
あつかいを受けることになるかわからず，不安定
ないし危険な状態にさらされる可能性が残る」と
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も指摘されている（104）。
さらに，秩序違反の判断基準についての問題点，

そして，秩序に属する利益について個人に帰属し
ないという点についても問題がある（105）。秩序違
反の判断基準について，権利の侵害が秩序の違反
となるという主張（106）についてであるが，権利の
侵害があれば，その権利の保護のために各種救済
手段が認められると考えた方がシンプルである。
なぜ，秩序違反というワンクッションを置かなけ
ればならないのであろうか。また，秩序（現代市
民社会の法構造を根幹秩序と外郭秩序により構成
すると考える一元的構成においては，外郭秩序で
あるが，以下では秩序とする）に属する利益は，
個人に帰属しないと考える点にも問題がある。す
なわち，秩序に違反する行為（不当条項の使用な
ど）により，危険にさらされているのは，消費者
個人または事業者個人（集団の場合もある）であ
り，この個人の利益が危険にさらされていると考
えるべきではないだろうか。そうすると，権利と
まではいえない利益とされるものであっても，そ
の利益は，個人に帰属すると考えられる。つまり，
秩序違反の判断要素として考えられるのは，個人
の利益の侵害があるかどうかということである。
吉田教授は，公共的利益について「市民総体の

公共的利益と個別的利益とは分離対立するもので
はなく二重性を帯びたものとして現れるというの
が私の理解である。公共的利益の実現によって個
別的利益の実現が確保され，また逆に，個別的利
益の実現が公共的利益の実現につながるという相
互一体性あるいは相互依存の関係がそこには見出
されることになる」とされる（107）。しかし，公共
的利益と個別的利益が，相互一体の関係にあるの
であれば，公共的利益と個別的利益は同一である
と考えなければならず，この場合の公共的利益と
は，個別的利益（私益）の集合体ということにな
るのではないだろうか。
さらに，消費者被害において，拡散的利益に属

するとされる損害（挙げられているのは，公正な
競争秩序を侵害する行為）についても損害概念再
構成することにより，個別に帰属させることが可
能であり，団体訴訟による保護が可能であるとし

たり，環境についても「景観等の公共的利益を内
容とする人格的利益が個別主体に帰属していると
構成することが可能である」とされる（108）。この
ような理解からするならば，公共的利益というの
は，個別的利益の集合体と考えるべきではないだ
ろうか。

しかし，公共的利益説が，秩序論に依拠してい
る限り，公共的利益は個別的利益の集合体である
と考えることはできないのではないだろうか。す
なわち，公共的利益の理解が，外郭秩序から出発
している点で，個別的利益とは切り離されている
と考えるべきであるが，公共的利益は，個別的利
益と分離しないという理解は，秩序論の理解とは
相いれないのではないだろうか。秩序論は，個人
に帰属するのは絶対権としての権利であり，その
権利に至らない利益については，秩序により保護
しようとしていると考えられるからである。
２）私見
⑴　総論

公益と私益の関係について，私見は，二分類論
構成を採るものである。詳細は以下で検討するが，
被害が多数に及ぶ場合，その被害の多寡により個
人にその権利・利益の侵害の有無を判断するのは
妥当ではなく，被害が生じるのであれば，それは，
個人の権利・利益が侵害されたものと考え，その
被害（権利・利益侵害による損害）が多数である
と考えるべきである。つまり，事業者の違法な行
為により被害が生じている場合，被害者の被害額
の多寡により，被侵害利益を被害者個人の権利の
集合体（損害額が多額であり，分配可能な場合）
と考えたり，中間的利益（被害額が少額であり，
分配が不可能な場合）と考えたりするのではなく，
被侵害利益は，被害を被っている被害者個人の利
益の集合体であると考えるべきである。

ただし，すべての違法行為により侵害される利
益を個別に分解することは不可能であると考えら
れる。そのような個別に分解できない権利・利益
についても検討が必要である。

もっとも，中間的利益論（三分類構成）におい
ては，秩序論の影響を受けている（109）。そこで，
まず，秩序論によらない利益保護について，個人
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の権利・利益についての検討を行う。次に，私益
と公益の関係について，消費者法における公益と
私益の関係，環境法における公益と私益の関係，
そして，その他の領域について検討する。なお，
その他の領域についての検討については，代表と
して，警察の領域についてのみ検討し，その他の
領域については，後日の検討課題としたい。
⑵　個人の権利・利益について
個人の権利・利益についての考え方について私

見の概要は以下のように考える（110）。
「権利」と「利益」は，従来「権利」と呼ばれ

てきた領域を中心とし，その外延に従来「利益」
と呼ばれてきた領域が存するという同心円（二重
構造）の関係にあると考える。図示すると以下の
ようになる。

すなわち，「権利」には，絶対的に保護される
べき領域（絶対的保護領域・従来「権利」と呼ば
れてきた領域）と侵害行為の態様によっては，権
利侵害が正当化される領域（相対的保護領域・従
来「利益」と呼ばれてきた領域）とが存すると考
えられる。例えば，人の生命・身体に対する侵害
については，排他的に，絶対的に保護を必要とす
るが，パブリシティ権については，侵害行為の態
様により正当化される余地が存する（例えば，適
正な使用形態であるなど）。そして，中心に存す
る絶対的保護領域と，その外延を形成する相対的

保護領域とを合わせて「権利」と称するべきであ
り，明確に「権利」と「利益」という二つの保護
される対象が別個に存するとは考えていない。

この権利と利益が二重構造にあるとの理解につ
いて敷衍すると以下の通りである。生命・身体は，
人の絶対的に保護が必要な権利であるが，パブリ
シティ権については，それが人格的利益の性質を
有している（111）としても，その適正な使用形態で
あるならば，権利侵害はないと考えることができ
る。さらに，パブリシティ権については，財産的
価値も有する（肖像等の利用による経済的効果）
と考えられる。そうすると，パブリシティ権は，
人格的権利の相対的保護領域と財産的権利の相対
的保護領域が交錯している部分に存すると考える
ことができるものと思われる。

そして，自己決定権についても，生命を失う可
能性のある侵害を伴うものと，生命を失うまでは
いかないものの身体の傷害を伴うものとが存する
と考えられる。例えば，手術の難度が高く，術中
に死亡する可能性の高いものと，手術の難度は低
く，術中に死亡する可能性も低いものとで，侵害
の態様が異なるし，また，説明等の内容も変わっ
てくると考えられる。そうすると，自己決定権に
おいても，その侵害対象となる法益により，侵害
態様が異なってくると考えることも可能であろ
う。

以上のように考えると，権利と利益は，それぞ
れ別個に存在するのではなく二重構造を有すると
考えるべきである。なお以下では，権利という語
は，絶対的保護領域と相対的保護領域との二重構
造にあるもの，すなわち，従来の用語でいう「権
利」と「利益」を合わせたものを意味するものと
して用いる。
⑶　消費者法における公益と私益の関係

私見は，消費者の集合的利益についてではある
が，集合的利益については消費者個人の利益の集
合体でると考える（112）。消費者取引における消費
者被害は，事業者の不当な勧誘行為・不当条項の
使用により，消費者が不当な契約を締結させられ
ていることである。ここで侵害されているのは，
消費者個人の権利である。そうすると，集団的消
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費者被害については，被害に遭った消費者の数が
多数であるということになる。すなわち，多数の
消費者個人の利益が事業者の不当な勧誘行為・不
当条項の使用により侵害されている。
ここで侵害される権利とは，自己決定権や期待

権である。自己決定権については，事業者の不当
な勧誘行為によって，消費者は，望まない契約を
締結させられており，その望まない契約により損
害を被っていると考えることができる。期待権に
ついては，事業者の不当な表示することにより，
消費者が，事業者の表示を信頼し，本来取得でき
る価格よりも高額な値段で契約を締結させられて
いると考えることができる。なお，ここで例に挙
げたのは不当勧誘行為についてであるが，不当条
項の使用についても同様に自己決定権や期待権の
侵害と考えることができる。すなわち，不当条項
の使用によっても，望まない契約内容で契約が締
結しているのであり，本来得られる利益を得てい
ないと考えられるからである。
消費者安全の分野については，以下のように考

えられる。製品等の安全性が損なわれることによ
り生じる被害は，消費者個人の被害である。そし
て，その被害者が，多数に上るのである。
集合的利益と公益との関係については，以下の

ように考えることができる（113）。
行政は，消費者を保護するために事業者の権利

を制限する。そして，ここでの消費者は，不特定
多数の消費者であり，事業者の不当な行為は，消
費者個人に危険が及ぶ行為であるので，不当特定
多数の消費者は，消費者個人の集合体と考えるべ
きである。
行政の権限不行使や処分により不利益を被るの

は，消費者個人であるので，侵害されるのは，消
費者個人の権利であると考えるべきである。すな
わち，消費者法の領域において，集合的利益と公
益は，消費者個人の権利の集合体を私法と公法と
いう別の観点から見たものであると考えるべきで
ある。つまり，公益の内容は，消費者個人の権利

（私益）の集合体である。
⑷　環境法における公益と私益の関係
環境法においては，環境権（利益）が，個人に

帰属するか否かが問題となるが，ここでは，環境
破壊行為により生じる被害の側面から検討をして
みたい。

まず，環境破壊行為のうち，公害被害などのよ
うな行為については，地域住民の身体・生命につ
いての権利が侵害されていると考えることができ
る。また，土地にダイオキシンなどの有害物質が
含まれている場合については，その土地に住む住
民の健康被害やその土地の価値の下落も考えう
る。このように考えると，環境破壊行為により生
じるのは，個人の生命・身体や財産についての権
利が侵害されていると考えることができる。そう
すると，環境法の領域についても，個人に権利が
帰属すると考えることは可能であると考えられ
る。

そして，環境破壊行為は，ある特定の人が居住
しているところにのみ生じると考えることは難し
く，通常は，その地域に住む多数の住民に被害が
生じていると考えることが想定されるのである。
そうすると，環境法においても，侵害されている
権利は，私益の集合体と考えることができる。

もっとも，上記に挙げた例については，個人の
権利として想定することは難しくはないかもしれ
ない。では，景観利益などについてはどのように
考えるべきであろうか。景観的利益（114）について，
最高裁は，「都市の景観は，良好な風景として，
人々の歴史的又は文化的環境を形作り，豊かな生
活環境を構成する場合には客観的価値を有する」
としている（115）。この最高裁の「客観的価値を有
する」場合に景観利益は保護されるという構成に
ついては，景観利益は，「主観的な利益のままで
は保護されがたく」，客観的なものに構成された
場合に保護されると考えることができ，「客観的
価値」については，「不特定多数の者がこれに価
値を見出す場合」とするものがある（116）。この見
解によれば，景観利益は，不特定多数の者が価値
を見出す場合に主観性が見出されることになり，
景観利益は，個人に帰属するのではなく価値を見
出した不特定多数に帰属すると考えることもでき
るのかもしれない。

しかし，景観利益も，まずは不快に感じた特定
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人に帰属し，その者の景観利益侵害に基づく権利
行使は，肯定されるべきであるが，その権利行使
が常に認められるべきではなく，その権利行使が
正当性を有する場合に認められると考えるべきで
ある。上記の私の権利観によるならば，景観利益
は，相対的保護領域に属するものであるので，そ
の侵害態様によっては，その侵害行為は正当化さ
れるということとなる。そして，この景観利益を
侵害されたとする者が多数いる場合，侵害されて
いる景観利益は，私益の集合体と考えるべきであ
る。

ただし，以上のように環境法においても私益に
分解することが不可能なもの（現段階では不可能
と考えるもの）も存在する。それは，種の保存や
文化財の保護に関してである。

種の保存についてであるが，絶滅危惧種の保護
については，絶滅危惧種に該当する動物たちは，
権利の主体となり得ないのであるから，彼らに対
する侵害行為があったとしても，彼らが訴訟を提
起することはできず，また，彼らを代表して人間
が訴訟を提起することはできない。もっとも，現
在の「人」と「物」の二分論を改め，「人」と
「物」との間の中間的な類型を設けることが肯定
されるならば，種の保存についても，権利利益を
個別に分解することは可能になるかもしれない
が，この場合も，訴訟それ自体は，人間が行わな
ければならず，特別な立法が必要である（この点
は，強調しておくが，現段階でこのような解釈が
可能であると主張するものではない）。
文化財の保護についても，その文化財に指定さ

れているものに所有者が存在する場合，その文化
財に対する侵害行為については，その文化財の所
有者の権利を侵害していると構成することが可能
である。しかし，文化財の所有者が存在する場合
であっても，これを維持し，変更を禁ずる処分を
する場合については，所有者の権利が制限されて
いると考えることができる（行政処分により所有
者の権利が制限されている）が，この場合の処分
の根拠として保護される権利は，誰に帰属するも
のでもない権利ということができる。所有者のい
ない文化財についても，所有者の権利が制限され

る場合と同様に考えることができ，ここで保護さ
れる権利は，個別に分解することは不可能である
と考えることができる。
⑸ その他の領域について

消費者法と環境法における私益と公益の関係に
ついて検討をしたが，以下では，その他の領域
（その代表として警察の領域）について検討をし
たい。

警察の領域については，どのように考えること
ができるのであろうか。警察行政に関しては，個
人を保護するものなのか，それとも社会一般を保
護するものなのかについて検討する必要がある。

警察行政については，刑罰法規に規定されてい
る犯罪について作用（捜査など）するものである
ので，この領域においては，刑罰法規の保護法益
を検討することが重要となる。すなわち，保護法
益が，個人の権利の保護を目的としているか否か
により区別することができる。保護法益が，個人
の権利を保護している犯罪については，個人の権
利に対する侵害と考えることが可能であるから，
私益の集合体を考えることは可能であろう。これ
に対し，個人の利益と関係しない法益を保護して
いるものについては，私益の集合体と考えること
はできない。

ⅲ 小括
以上，検討してきたとおり，私見は，公益とは

私益の集合体と考えるが，私益に分解できない利
益も存在すると考える二分類構成が妥当であると
考える。ここで公益のなかで，私益の集合体とし
て考えるべきか否かの基準は，被害が個人の権利
について生じているかという基準である。消費者
法において，その被害は消費者に生じており，環
境法においては，公害や景観については，住民に
被害が生じているのに対し，種の保存については，
個人に被害が生じていない，警察においても，個
人の法益に対する罪については，個人に被害が生
じている（生じうる）と考えることができるが，
国家的法益については，個人に被害が生じている
と考えることはできない。

もっとも，公共利益説がいう個人の利益の実現
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が公共的利益の実現にもつながるとの指摘（117）に
ついては，参考となる部分もある。この考え方に
よるならば，ある人の訴訟提起により，ある者の
行為が違法であるということが明らかになり，そ
れを通して，被害予防・被害の拡大防止につなが
るということになる。もっとも，わが国の民事訴
訟法は，既判力は，原則当事者にしか及ばないの
で，その判決の効力が及ぶ結果として，被害予
防・被害の拡大防止につながるわけではない
が（118），同様の行為を受けているものが，当該行
為が違法であると判断した判決を引用することに
より，被害予防・被害の拡大防止となるという事
実上の効果は生じることについては，私も異論は
ない。公共利益論の問題点は，秩序論を採ること
にあり，その前提部分において，私見と異なるの
である。

そして，公益通報者保護法における公益の意味
について，国民個人の権利（生命・身体，財産等）
の集合体と考えることが可能であることから，公
益通報者保護法における公益の意味についても，
二分類構成によるならば無理なく説明をすること
が可能となる。もっとも，公益通報者保護法は，
企業が，国民の権利を侵害する事実を通報対象事
実としているため，ストーカー規制法については，
対象外としている。しかし，二分類構成によれば，
ストーカー規制法も個人の利益の保護を目的とし
ている（ストーカー規制法１条）ことから，この
法律も利益の集合体を保護の対象となると考える
点で公益通報者保護法における公益概念とは相違
する。

以上で公益と私益に関する議論の検討を終え
る。なお，公益通報者保護法が，さらに公益の保
護に資するために，以下では，現行法の問題点を
指摘することとする。

Ⅴ 公益通報者保護法の問題点

ⅰ 保護対象者の限定
現行法においては，公益通報により保護される

は，労働者のみに限定されている。その理由とし
て，取締役は，事業者の事業の執行をする権限を

有することから労働者ではなく，事業者に対して
忠実義務（会社法355条，民法644条）を負ってお
り，そして，選任や解任が会社法による株主総会
の決議によるからであるとされている（119）。

しかし，取締役が，忠実義務の履行として企業
の違法行為に反対することにより，他の取締役か
らの不利益な取り扱いや，株主総会に当該取締役
の解任が提案されることもあり得るのである。つ
まり，会社の取締役も不利益な扱いを受けること
もあるのである。よって，公益通報者保護法によ
り保護される対象を取締役などにも拡大すべきで
あると考えられる。

ⅱ 目的と手段
公益通報者保護法は，国民の生命・身体・財産

の保護を目的とし，その目的を達成するために，
公益通報をした労働者を保護するとしているが，
その保護が不十分なのではないだろうか。解雇や
不利益扱いの禁止という公益通報者の保護を図る
規定（公益通報者保護法３〜５条）を設けている
が，不利益扱いの禁止（公益通報者保護法５条）
において不利益な処分がなされたとしても，それ
が公益通報を原因としているとの立証責任は，公
益通報者が負うことになる。しかし，公益通報者
である労働者が，不利益処分（例えば，昇格がな
されない）について，それが公益通報を原因とさ
れていると証明するのは困難である。そうすると，
公益通報をしようとしてもそれに伴う報復行為に
対する司法的救済を受けることも困難であるとす
るならば，公益通報をしようとはしないのではな
いだろうか。

この不利益扱いの禁止については，「第５条に
規定する不利益扱いに相当する事実があった場合
は，公益通報に対する報復行為であると推定する」
というような法律上の推定規定を設けるべきであ
る。

この公益通報者保護法が，消費者法として，消
費者を保護することを目的とし，企業の不祥事の
芽を公益通報という手段で摘み取ろうとするなら
ば，もっと，公益通報をしやすい環境を整備する
べきではないだろうか。
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Ⅵ おわりに

本稿において検討した公益と私益の関係，私見
の公益概念と公益通報者保護法との関係，そして，
公益通報者保護法についての問題点についての要
点は，以下の通りである。

①　公益と私益の関係については，二分類構成
を採るべきであり，個別的利益の集合体を意味す
るか否かについての判断基準は，保護法益が，個
人の利益とされているかによるべきである。
②　公益通報者保護法における公益概念につい

ては，国民の生命・身体・財産その他の利益とさ
れていることから，また，通報対象事実や対象法
律から，私益の集合体と考えるべきであり，二分
類構成と親和的である。

③　現行の公益通報者保護法においては，以下
の点で問題である。

③−ⅰ　公益通報者の対象が労働者に限定され
ていることは問題であり，取締役についても保護
の対象とするべきである。

③−ⅱ　不利益扱いの禁止（公益通報者保護法
５条）について，事業者の公益通報した労働者に
対する処分が報復行為ではないことについての立
証責任は，事業者が負うべきである。

以上で，公益と私益の関係について検討を終え
る。公益通報者保護法については，現在，消費者
庁において意見調査（ヒアリング）がなされてお
り（120），その結果として，公益通報者保護法の改
正がなされるかもしれない。
もっとも，本稿で検討したことは，ほんの一部

に過ぎない，副題にも示した通り「スケッチ」に
過ぎない。さらなる検討は，今後の課題としなけ
ればならない。
本稿が，何らかの問題提起をすることができた

のであれば，この上ない喜びである。
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法・消費者」同『市場・人格と民法学』所収（北
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（62）阿部・前掲注（２）「基本科目としての行政法
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（66）阿部・前掲注（２）「基本科目としての行政法
（４）」５頁。
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（114）権利・利益についての私見によれば，「景観権利」
と呼ぶことになるが，本稿においては，「景観利
益」の語を用いる。

（115）最判平成18年３月30日民集60巻３号948頁（国立
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